
 

議案第１２２号 

 

新町まちづくり計画の変更について 

 

 市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条第７項

の規定により、別紙のとおり、新町まちづくり計画の一部を変更することに

ついて、本議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

令和 元 年１２月 ６ 日  提 出 

琴 浦 町 長  小 松 弘 明 

 

令和 元 年  月  日 

琴浦町議会議長  小 椋 正 和 
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新町まちづくり計画 新旧対照表 
 
次の表の変更前の欄に掲げる規定を同表の変更後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改

正する。 

変  更  後 変  更  前 

Ⅰ 序論 

１～２ 略 

３ 新町まちづくり計画の策定方針 

 １～２ 略 

 ３ 期間 

  本計画における基本計画及び財政計画は、合

併から令和 7 年 3 月 31 日までの期間について

定めるものとします。 

 ４ 略 

 

Ⅱ 新町の概要 略 

 

Ⅲ 主要指標の見通し 

 人口・世帯数 

 （１）総人口 

  新町の人口を平成 7 年から平成 27 年度の 5

度の国勢調査結果及び社人研の推計結果等に

より今後構想期間 20 年間の推計を行った結果

（平成 17年度から 20年間の推計）は次頁のと

おりとなり、これまでの傾向をそのまま維持す

れば、減少傾向になることが予想されます。 

 

 （２）３階層別人口 

  令和 2 年の年少人口は、1,935 人（構成比

11.9％）、令和 7年は 1,726 人（構成比 11.4％）

と推計されます。 

  生産年齢人口は、令和 2 年には 8,223 人（構

成比 50.6％）、令和 7 年は 7,345 人（構成比

48.7％）と予測されます。 

  高齢者人口は、令和 2年には 6,102 人（構成

比 37.5％）、令和 7 年には 6,012 人（構成比

39.9％）と推計され、今後は減少に転じると予

測されます。 

 （３）世帯数 

  平成 27 年までの国勢調査結果及び社人研に

よる人口推計から世帯率法により世帯数を推

計すると、令和 7 年は 5,206 世帯となり、1 世

帯当たり人数は、2.90 人／世帯と推測されま

す。 

 

Ⅰ 序論 

１～２ 略 

３ 新町まちづくり計画の策定方針 

 １～２ 略 

 ３ 期間 

  本計画における基本計画及び財政計画は、合

併から平成32年3月31日までの期間について

定めるものとします。 

 ４ 略 

 

Ⅱ 新町の概要 略 

 

Ⅲ 主要指標の見通し 

 人口・世帯数 

 （１）総人口 

  新町の人口を平成 7 年から平成 22 年度の 4

度の国勢調査結果及び社人研の推計結果等に

より今後構想期間 15 年間の推計を行った結果

（平成 17年度から 15年間の推計）は次頁のと

おりとなり、これまでの傾向をそのまま維持す

れば、減少傾向になることが予想されます。 

 

 （２）３階層別人口 

  平成 27 年の年少人口は、2,160 人（構成比

12.3％）、平成 32年は 1,919 人（構成比 11.6％）

と推計されます。 

  生産年齢人口は、平成 27 年には 9,361 人（構

成比 53.4％）、平成 32 年は 8,546 人（構成比

51.6％）と予測されます。 

  高齢者人口は、平成 27 年には 6,010 人（構

成比 34.3％）、平成 32 年には 6,083 人（構成

比 36.8％）と推計され、今後とも増加が続くと

予測されます。 

 （３）世帯数 

  平成 22 年までの国勢調査結果及び社人研に

よる人口推計から世帯率法により世帯数を推

計すると、平成 32 年は 5,252 世帯となり、1世

帯当たり人数は、3.15 人／世帯と推測されま

す。 
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〈人口推計結果〉別紙１参照 

 

Ⅳ 新町まちづくりの基本方針 略 

 

Ⅴ 新町まちづくり基本計画 略 

 

Ⅵ 公共的施設の配置 略 

 

Ⅶ 財政計画 

 別紙２参照 

 

Ⅷ 新町まちづくり計画策定の経過 略 

 

〈人口推計結果〉別紙１参照 

 

Ⅳ 新町まちづくりの基本方針 略 

 

Ⅴ 新町まちづくり基本計画 略 

 

Ⅵ 公共的施設の配置 略 

 

Ⅶ 財政計画 

 別紙２参照 

 

Ⅷ 新町まちづくり計画策定の経過 略 
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【変更後】 

Ⅶ 財政計画               

1 財政推計延⻑基本設定 

計画変更：平成 16 年度から平成 30 年度については、決算額を掲載 

        令和元年度以降：決算額推計数値を掲載 〔根拠は下記のとおり〕 

2 歳⼊推計 

□地⽅税 

個⼈割の⼈⼝減少、⽣産年齢⼈⼝の減少による減収のほか、固定資産にかかる評価額の下落による
減収として、毎年 0.5%の減収を⾒込んで試算。 

  □地⽅譲与税 等 

地⽅消費税の引き上げによる地⽅消費税交付⾦の増収を⾒込んで試算 

その他については、R1 年度当初予算計上額を据え置く試算。 
  □地⽅特例交付⾦ 

    消費税の引き上げに併せて⾏われる減免措置により⼀定の増収を⾒込んで試算（R1 年度は、臨時⼦ 

育て交付⾦による⼀時的な増収） 

  □地⽅交付税 

     R2 年度で合併算定替の特例期間が終了し、R1 年度より 31 百万円の減収を⾒込むほか、H30 年度   
交付実績額に対し、公債費の交付税措置額を反映して試算。 

  □分担⾦・負担⾦ 

     R1 年度当初予算計上額に対し、R1 年度に抑制した農地費に係る投資的経費の地元負担額を計上 

して試算。 
  □国庫⽀出⾦ 

     R1 年度当初予算計上額に対し、R1 年度に抑制した社会資本整備総合交付⾦事業に係る投資的
経費にかかる国庫負担額を計上して試算。   

    □都道府県⽀出⾦ 

     R1 年度当初予算計上額に対し、R1 年度に抑制した農地費に係る投資的経費の県補助⾦を計上し
て試算。 

□財産収⼊ 

     R1 年度当初予算計上額を据え置く試算 

  □寄附⾦ 

     R1 年度当初予算計上を⾏ったふるさと納税にかかる寄附⾦ 310 百万円を据え置く試算   
  □繰越⾦ 

        R1 年度当初予算計上額を据え置く試算 
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【変更後】 

□諸収⼊ 

     R1 年度当初予算計上額を据え置く試算 

  □地⽅債 

     毎年、臨時財政対策債 300 百万円、社会資本整備総合交付⾦事業 100 百万円、公共施設の⻑
寿命化対策等を⾒込み 100 百万円を⾒込むほか、R2〜3 年度にかけて成美地区複合化施設建設事
業を⾒込み試算。 

3 歳出推計 

□⼈件費 

   R1 年度当初予算計上額を据え置く試算 

   □物件費 

      R1 年度当初予算計上額を据え置く試算 

   □維持補修費 

      R1 年度当初予算計上額を据え置く試算 

   □扶助費 

      ⾼齢者の増加を⾒込み年 1%ずつ増加する試算 

   □補助費 等 

      R1 年度当初予算計上額を据え置く試算 

   □普通建設費 

      H30 年度当初予算の投資的経費を据え置き、R2〜3 年度については、成美地区複合化施設建設
事業を想定して試算。 

   □災害復旧事業費 

      R1 年度当初予算計上額のうち予備費計上額相当を想定した試算 

□公債費 

      既発⾏分の元利償還⾦に、R1 年度以降の起債⾒込みに係る償還⾦を計上し試算。 
   □積⽴⾦ 

      ふるさと納税に係る寄附額の基⾦積⽴のほか、基⾦の運⽤益による利息収⼊の積⽴を計上し試算。   
□貸付⾦ 

      R1 年度当初予算計上額を据え置く試算 

   □繰出⾦ 

      国⺠健康保険特別会計、介護保険特別会計への繰出⾦については、⾼齢者の増加により毎年 1%

の増加を⾒込み試算。 
後期⾼齢者医療特別会計への繰出⾦は R5 年度までを 1%の増加を⾒込み、R6 年度の団塊世代

の加⼊にあわせて 2%の増加を⾒込み試算。 
農業集落排⽔事業特別会計及び下⽔道事業特別会計については、各会計の公債費の推計を基に

繰出⾦が増加する⾒込みにより試算。 
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Ⅶ  財政計画 

1 財政推計延⻑基本設定 

計画変更：平成 16 年度から平成 25 年度については、決算額を掲載 

        平成 26 年度以降：決算額推計数値を掲載 〔根拠は下記のとおり〕 

2 歳⼊推計 

□地⽅税 

リーマンショック後の平成 22 年度以降は 17 億円台で推移しており、平成 26 年度現計予算額も 17

億 5,700 万円である。 
平成 22 年度から平成 26 年度決算⾒込みまでの減少額は 3,600 万円である。この間は増減を繰り

返しており⼀概に減額するとは限らないが、⼈⼝減少等を考慮し平成 31 年度までは、この間の減少平
均額として毎年 900 万円の減額を⾒込む。 

  □地⽅譲与税 

揮発油税・⾃動⾞重量税が主。近年は減少傾向であるが平成 27 年度以降は 1 億円を⾒込む。 
  □利⼦割・配当割・株式譲渡所得割交付⾦ 

    平成 26 年度決算⾒込額を基準とし、平成 27 年度以降も同額とする。 
  □地⽅消費税 

    平成 26 年 4 ⽉から 5％から 8％に増税された。 
    平成 27 年度の推計については、県税務課試算数値（H27 年度分）を⽤いることとした。 
    平成 28 年 4 ⽉からの 10％移⾏による 2％部分の増加は、3％増加時に 1 億 4,100 万円増収したこ

とから、2％増税分は 9,400 万円と試算し 3 億 9,800 万円を⾒込んだ。ただし、平成 28 年度について
は導⼊初年度であるため、2,500 万円の増額とした。 

  □ゴルフ場利⽤税・⾃動⾞取得税・地⽅特例交付⾦ 

     平成 26 年度決算⾒込み額と同額とする。 
  □地⽅交付税 

     平成 26 年度普通交付税額：38 億 8,495 万 3 千円（確定額） 

              特別交付税額：  3 億 9,900 万円（現計予算額） 

     平成 26 年度地⽅交付税額：42 億 8,900 万円（現計予算額） 

     よって、平成 26 年度交付額を 42 億 8,900 万円とする。 
     ①平成 27 年度以降普通交付税の⼀本算定により減額する（差額 5 億 3,200 万円） 

      減額は平成 27 年度から開始され平成 32 年度で減額が完了する。 
      平成 27 年度 1 割減額：△5,320 万円＝42 億 3,580 万円 
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      平成 28 年度 3 割減額：△1 億 5,960 万円＝41 億 2,940 万円 

      平成 29 年度 5 割減額：△2 億 6,600 万円＝40 億 2,300 万円 

      平成 30 年度 7 割減額：△3 億 7,240 万円＝39 億 1,660 万円 

      平成 31 年度 9 割減額：△4 億 7,880 万円＝38 億 1,020 万円 

      平成 32 年度全額減額：△5 億 3,200 万円＝37 億 5,700 万円 

     ②地⽅創⽣枠の 1 兆円のうち純増部分の 5 千億円が平成 27 年度から交付されることから、平成
27 年度以降の普通交付税に下記算出により加算する事とする。 
H26 年度普通交付税総額の琴浦町交付率（0.024％）×5 千億円＝1 億 2,000 万円 

＊28 年度以降は新型交付⾦への移⾏が⽰されているが、このたびの財政推計では地⽅交付税に
地⽅創⽣分を加算する事とする。 

  □分担⾦・負担⾦・使⽤料・⼿数料 

     平成 21 年度から平成 26 年度までの平均で 27 年度以降推移する事とする。 
     分担⾦・負担⾦：6,600 万円/6 ヵ年＝1,100 万円 

     使⽤料・⼿数料：16 億 9,500 万円/6 ヵ年＝2 億 8,300 万円 

  □国庫⽀出⾦・県⽀出⾦ 

     事業による変動が⼤きいため不確定要素が⼤きく推計が困難。 
     よって、平成 21 年度から平成 26 年度平均で平成 27 年度以降推移するものとする。 
     国庫⽀出⾦：68 億 8,400 万円/6 ヵ年＝11 億 4,700 万円 

     ＊ただし、国庫⽀出⾦については、当該年度の扶助費の増加部分の 2/3 を特定財源と⾒込み増
額する。 

     県⽀出⾦：50 億 9,300 万円/6 ヵ年＝8 億 4,900 万円 

  □財産収⼊ 

     平成 25 年度の 6,100 万円は、別所町有地売却が含まれているため除外し推計することとし、平成 

27 年度以降は 1,000 万円で推移する。 
  □寄附⾦ 

     平成 25 年度以降、ふるさと納税により急激な伸びとなっている。 
     制度の⾒直しなどの可能性があるため、平成 27 年度 1 億円、平成 28 年度 9,000 万円、平成 29 

年度以降 8,000 万円で推移する。 
  □繰⼊⾦ 

     普通建設事業に⼤きく左右される。 
     平成 26 年度現計予算では 7 億 7,200 万円となっており、この内 3 億 6,600 万円は光ケーブル化 

     事業に充当されるものである。 
今後の光ケーブル化事業への充当基⾦額は、平成 27 年度 7,000 万円、平成 28 年度 1 億
5,500 万円、平成 29 年度 3,200 万円である。 
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【変更前】 

 

 

 

ふるさと夢基⾦が平成 27 年度 1 億 4,000 万円、平成 28 年度 1 億円、平成 29 年度 9,000 万
円、平成 30 年度 8,000 万円、平成 31 年度 8,000 万円とする。 
その他の基⾦ 7,000 万円〔農集 1,000 万円・下⽔ 2,500 万円・雇⽤ 3,000 万円・その他 500 万

円〕を計上する。 
平成 29 年度については、国保会計への⾚字繰出しなどが多額に及ぶため、財政調整基⾦から 1

億 3 千万円を繰り⼊れる。 
平成 30・31 年度については、公共施設の統廃合整備費⽤として公共施設等建設基⾦からそれぞ

れの年度に 2 億円繰り⼊れる事とする。 
□繰越⾦ 

平成 26 年度以降は歳⼊歳出差額を翌年度繰越⾦とする。 
    □諸収⼊ 

      変動が予測できないため、2 億円で推移する。 
  □地⽅債 

      起債シュミレーション（今後のハード事業+臨時財政対策債発⾏額）数値とする。 

3 歳出推計 

□⼈件費 

   近年、職員数管理により減少している。今後も退職者が増える⾒込である。 
H26 年末 11 名・H27 年度末 12 名・H28 年度末 12 名・H29 年度末 8 名・H30 年度末 2 名 

ただし、今後は権限委譲、再任⽤制度の導⼊、昇給などによる増額要因も含んでいる。 
このため、退職者は増えるが下記のとおりの対前年減額とした。 
H27：2,000 万円・H28：3,500 万円・H29：3,500 万円・H30：2,000 万円・H31：1,000 万円 

   □物件費 

      平成 27 年度決算⾒込みを 16 億円とし、平成 28 年度以降、対前年 1％減で推移する。 
   □維持管理費 

      過去 6 年間（平成 21 年度から平成 26 年度）の平均値 1,200 万円で推移する。 
   □扶助費 

      近年増額傾向にあり、今後も伸びが予想される。 
      平成 27 年度は臨時福祉給付⾦の差額 3,900 万円を除き、3％増の数値とする。平成 28 年度 

以降も対前年 3％増とする。 
   □補助費 

      近年変動が⼤きいため、平成 27 年度決算⾒込みを 過去 6 年平均 12 億 9,000 万円とし、平 

成 28 年度以降、対前年 1％減で推移する。 
   □公債費 
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【変更前】 

 

 

 

      起債シミュレーションによる推移。 
   □積⽴⾦ 

      財政調整積⽴基⾦ H27〜H31：1 億 100 万円 

      ＊国保への繰出し対応のため、H27 年度 3,000 万円、H28 年度 2,000 万円を追加積⽴する。 
      ふるさと夢基⾦積⽴⾦ H27：1 億円・H28：9,000 万円・H29：8,000 万円・H30：8,000 万円 

                     H31：8,000 万円 

      その他基⾦（農集 1,000 万円・下⽔道 1,500 万円など）H27 以降 4,000 万円 

   □投資・貸付⾦ 

      過去 3 ヵ年は減額してきている。平成 26 年度決算⾒込み額で推移する。 
   □繰出⾦ 

      平成 29 年度までは国保会計統合準備のため繰出⾦増額が懸念されるため増額⾒込みとする。 
   □普通建設費 

      平成 27 年度以降は、地⽅債借⼊額の 80.3％で割り戻した額とする。 
      平成 30・31 年度にはそれぞれ公共施設統合関連⼯事として 2 億円増額する。 
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